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９
月　

日
（
火
）
午
後
３
時

２１

か
ら
、
津
久
井
町
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
６
回
相

模
原
・
津
久
井
地
域
合
併
協
議

会
が
開
催
さ
れ
、
継
続
協
議
と

な
っ
て
い
た
新
市
の
名
称
の
ほ

か
、
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
、
ま
ち
づ
く
り
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
（
素
案
）
に
つ
い
て

な
ど
、　

項
目
の
協
議
事
項
に

１２

つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

新
市
の
名
称
は「
相
模
原
市
」

と
決
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
協
議

に
つ
い
て
も
、
ま
ち
づ
く
り
の

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
素
案
）
の
一

部
と
し
て
協
議
さ
れ
た
財
政
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
再

度
幹
事
会
で
検
討
す
る
こ
と
と

な
っ
た
ほ
か
は
、
提
案
さ
れ
た

内
容
で
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
で
、
第
６
回
協
議
会
ま

で
に
行
う
予
定
で
あ
っ
た
協
議

は
、
お
お
む
ね
整
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
ま
ち
づ
く
り
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
（
素
案
）
に
つ
い
て

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
、
住
民
の
皆
様
に
ご
意

見
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

皆
様
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
て
、

　

月　

日
開
催
予
定
の
第
７
回

１１

１８

協
議
会
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く

り
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

協
議
を
行
う
予
定
で
す
。

新
市
の
名
称
が

　

「
相
模
原
市
」
に
決
定

１０月１６日（土）
開場午後６：３０　開会午後７：００～閉会午後９：３０
相模原南市民ホール　　３５０人
（相模原市相模大野５－３１－１　市南合同庁舎内）

１０月２０日（水）
開場午後６：３０　開会午後７：００～閉会午後９：３０
杜のホールはしもと　　４９０人
（相模原市橋本３－２８－１　ミウィ橋本７・８Ｆ）

１０月２３日（土）
開場午後６：３０　開会午後７：００～閉会午後９：３０
神奈川県立相模湖交流センター　　４００人
（相模湖町与瀬２５９－１）

申込方法：はがきか電話、ファックス、Ｅメールで、合併協議会事務局へ
申し込み（申込順）。

　　　　　※申込先は、８面の「お問い合わせ先」を参照してください。
　　　　　住所、氏名、電話番号、参加希望日及び会場名を明記してくだ

さい。
　　　　　２歳以上未就学児の保育あり　定員１０人（申込順）、手話通

訳、要約筆記あり

　１市３町が合併した場合に考えられる新市の将来像を示す、「まちづくりの
将来ビジョン（素案）」がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。
　この素案の第１章から第３章を６．７面に掲載してあるほか、下記でも配布
しています。なお、相模原・津久井地域合併協議会のホームページでもご覧い
ただけます。
配 布 場 所　＜相模原市＞　相模原・津久井地域合併協議会事務局（広域行

政推進課）、行政資料コーナー、各出張所・公
民館

　　　　　　　＜城 山 町＞　まちづくり課（旧合併推進室）、情報コーナー、
公民館図書室、保健福祉センター

　　　　　　　＜津久井町＞　合併対策室、町政情報コーナー、串川支所、鳥
屋支所、青野原支所、青根支所、生涯学習セン
ター、文化福祉会館、串川ひがし会館

　　　　　　　＜相模湖町＞　合併推進課、桂北公民館、千木良公民館、さがみ湖
リフレッシュセンター、相模湖交流センター

募 集 期 間　１１月１日（月）まで（必着）
意見提出方法　住所、氏名、電話番号を明記の上、直接持参か郵送、ファック

ス、Ｅメール（kouiki-１４@city.sagamihara.kanagawa.jp）で
相模原・津久井地域合併協議会事務局へ

　　　　　　　※提出先は、８面の「お問い合わせ先」を参照してください。
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○　合併の方式
○　合併の期日
○　新市の名称
○　新市の事務所の位置
○　議会議員の定数及び任期の取

扱い
○　農業委員会委員の定数及び任

期の取扱い
○　特別職の身分の取扱い
○　一般職の職員の身分の取扱い
○　財産の取扱い（財産区含む）
○　条例、規則等の取扱い
○　事務組織及び機構の取扱い
○　行政連絡機構の取扱い
○　慣行の取扱い
○　公共的団体等の取扱い
○　町名・字名の取扱い

○　土地利用の取扱い
○　上下水道事業の取扱い
○　地方税の取扱い
○　国民健康保険事業の取扱い
○　介護保険事業の取扱い
○　保健衛生事業の取扱い
○　使用料、手数料の取扱い
○　補助金、交付金等の取扱い
○　一部事務組合等の取扱い
○　清掃事業の取扱い
○　消防業務及び消防団の取扱い
○　防災事業の取扱い
○　都市内分権と地域自治区等の

設置
○　まちづくりの将来ビジョン

（素案）

協
議
第
４
号

　

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
）　

　

継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新

市
の
名
称
に
つ
い
て
、
「
相
模

原
市
」
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

城
山
町
委
員　

公
募
意
見
を
尊

重
し
つ
つ
も
、「
相
模
原
市
」

で
同
意
す
る
。

相
模
原
市
委
員　

公
募
で
は
、

何
故
い
け
な
い
の
か
。

小
川
会
長　

公
募
と
い
う
意
見

が
多
け
れ
ば
そ
の
方
向
に
な

る
と
思
う
。
市
長
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
市
の
名
称
を
変

更
す
る
に
は
、
議
会
や
市
民

の
意
見
を
聴
か
な
い
と
い
け

な
い
の
で
、賛
成
し
か
ね
る
。

相
模
原
市
委
員　

名
称
変
更
す

る
こ
と
は
、相
模
原
市
民
と
し

て
理
解
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。合
併
協
議
会
で
は「
相

模
原
市
」
と
し
、今
後
、市
民

か
ら
意
見
が
出
た
と
き
に
改

め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

津
久
井
町
委
員　

相
模
原
市
民

の
心
情
や
相
模
原
市
の
立

場
を
尊
重
し
、「
相
模
原
市
」

で
良
い
。
新
市
の
名
称
に
つ

い
て
今
回
決
定
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
採
決

を
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

牛
山
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

編
入
合

併
が
決
め
ら
れ
た
以
上
、
制

度
上
、
津
久
井
郡
３
町
の
法

人
格
が
消
滅
し
、
相
模
原
市

の
法
人
格
が
継
続
す
る
こ
と

と
な
る
の
で
、
新
市
の
名
称

の
変
更
は
法
人
格
の
存
続
す

る
相
模
原
市
議
会
の
議
決
に

よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、現
行
で
あ
れ
、新
市

が
生
ま
れ
て
か
ら
で
あ
れ
、

相
模
原
市
議
会
が
名
称
を
変

更
す
る
手
続
き
と
な
る
。
さ

ら
に
、
３
町
の
方
は
編
入
合

併
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
地
域
自
治
区
が
設
置
さ
れ

れ
ば
名
称
が
残
る
が
、
相
模

原
の
名
前
だ
け
が
消
滅
す
る

と
い
う
の
で
は
問
題
を
生
じ

さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
新

市
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
変
更

を
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

地
域
自
治
区
の
今
後
も
含
め
、

新
市
誕
生
後
に
、
将
来
を
見

据
え
た
議
論
を
全
市
民
、
新

市
議
会
で
行
い
、
考
え
て
い

っ
て
は
ど
う
か
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１３

　

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
）　

　

継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
慣

行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
原
案
ど

お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

１　

市
章
は
、
相
模
原
市
の
も
の

に
統
合
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
の
花
、
木
、
鳥
及
び
色
は
、

相
模
原
市
の
も
の
に
統
合
す

る
も
の
と
す
る
。た
だ
し
、合
併

に
よ
り
改
定
の
必
要
が
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

市
民
憲
章
、
市
民
憲
章
以
外

の
憲
章
及
び
宣
言
並
び
に
市

の
歌
は
、
相
模
原
市
の
も
の
に

統
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
合
併
に
よ
り
文
言
が
新
市

の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
る

も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
新
た
な
制
定
、
修
正

等
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
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